
一
頁

総

務

省

○

令
第
三
号

経
済
産
業
省

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第

百
十
一
号
）
及
び
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
五
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
機
器

に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
等
に
関
す

る
省
令
及
び
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
一
月
七
日

総
務
大
臣

寺
田

稔

経
済
産
業
大
臣

西
村

康
稔

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
調

査
機
関
等
に
関
す
る
省
令
及
び
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
調
査

機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）



二
頁

第
一
条

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定

総

務

省

調
査
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
三
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

経
済
産
業
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
頁

改

正

後

改

正

前

（
指
定
の
申
請
）

（
指
定
の
申
請
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

［
同
上
］

一

令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の

一

令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
係
る
指
定
の
申
請
の
場
合

区
分
に
係
る
指
定
の
申
請
の
場
合

［
イ
～
ホ

略
］

［
イ
～
ホ

同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

３

指
定
調
査
機
関
は
、
次
の
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
変
更
し
た
事
項
、
変
更
し
た
年
月
日
及
び
変
更

３

［
同
上
］

の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の

一

令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
係
る
調
査
を
行
う
指
定
調

区
分
に
係
る
調
査
を
行
う
指
定
調
査
機
関
に
あ
っ
て
は
前
項
第
一
号
ホ
⑴
（
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称
に
係

査
機
関
に
あ
っ
て
は
前
項
第
一
号
ホ
⑴
（
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称
に
係
る
事
項
に
限
る
。
）
、
⑷
又
は
⑹

る
事
項
に
限
る
。
）
、
⑷
又
は
⑹
の
事
項

の
事
項

［
二

略
］

［
二

同
上
］

（
指
定
の
基
準
）

（
指
定
の
基
準
）

第
五
条

法
第
十
七
条
第
一
号
の
審
査
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
条

［
同
上
］

一

令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の

一

令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
係
る
指
定
の
申
請
の
場
合

区
分
に
係
る
指
定
の
申
請
の
場
合

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



四
頁

（
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
二
条

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

総

務

省

成
十
三
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

経
済
産
業
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
（
二
重
下
線
を

含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は

、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



五
頁

改

正

後

改

正

前

（
認
定
の
申
請
）

（
認
定
の
申
請
）

第
二
条

［
略
］

第
二
条

［
同
上
］

２

法
第
三
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

令
別
表
第
一
の
備
考
十
五
又
は
備
考
十
六
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
十
九
条
又
は
第
二
十

四

令
別
表
第
一
の
備
考
十
一
又
は
備
考
十
二
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
十
九
条
又
は
第
二
十

一
条
に
規
定
す
る
書
類

一
条
に
規
定
す
る
書
類

（
認
定
の
基
準
）

（
認
定
の
基
準
）

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
（
法
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

第
三
条

［
同
上
］

主
務
省
令
で
定
め
る
認
定
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分

一

法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ル
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
事
項
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

イ

令
第
二
条
第
一
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

イ

令
第
二
条
第
一
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｑ
一
七
〇
六
五
及
び
Ｑ
一
七

五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
（
以
下
「
日
本
産
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｑ
一
七
〇
六
五
及
び
Ｑ
一
七

〇
二
一－

一
に
定
め
る
事
項
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
日
欧

〇
二
一
に
定
め
る
事
項
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
日
欧
協
定

協
定
通
信
端
末
機
器
等
附
属
書
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
上
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
の
う
ち
欧
州

通
信
端
末
機
器
等
附
属
書
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
上
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
の
う
ち
欧
州
議
会

議
会
・
閣
僚
理
事
会
指
令
一
九
九
九
・
五
・
Ｅ
Ｃ
を
廃
止
し
、
無
線
機
器
を
市
場
に
お
い
て
利
用
可
能
と

・
閣
僚
理
事
会
指
令
一
九
九
九
・
五
・
Ｅ
Ｃ
を
廃
止
し
、
無
線
機
器
を
市
場
に
お
い
て
利
用
可
能
と
す
る

す
る
こ
と
に
係
る
加
盟
国
の
法
律
の
調
和
に
関
す
る
二
千
十
四
年
四
月
十
六
日
付
け
の
欧
州
議
会
・
閣
僚

こ
と
に
係
る
加
盟
国
の
法
律
の
調
和
に
関
す
る
二
千
十
四
年
四
月
十
六
日
付
け
の
欧
州
議
会
・
閣
僚
理
事

理
事
会
指
令
二
〇
一
四
・
五
三
・
Ｅ
Ｕ
（
以
下
「
Ｒ
Ｅ
指
令
」
と
い
う
。
）
附
属
書
３
に
係
る
業
務
（
以

会
指
令
二
〇
一
四
・
五
三
・
Ｅ
Ｕ
（
以
下
「
Ｒ
Ｅ
指
令
」
と
い
う
。
）
附
属
書
３
に
係
る
業
務
（
以
下
「

下
「
附
属
書
３
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
日
本
産
業
規
格
Ｑ

附
属
書
３
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
日
本
産
業
規
格
Ｑ
一
七

一
七
〇
六
五
に
定
め
る
事
項
と
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
Ｒ
Ｅ
指
令
附
属
書
４
に
係
る
業
務
（
以
下
「
附
属

〇
六
五
に
定
め
る
事
項
と
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
Ｒ
Ｅ
指
令
附
属
書
４
に
係
る
業
務
（
以
下
「
附
属
書
４

書
４
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
日
本
産
業
規
格
Ｑ
一
七
〇
二

の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
日
本
産
業
規
格
Ｑ
一
七
〇
二
一
に

一－

一
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

定
め
る
事
項
と
す
る
。

［
ロ
～
チ

略
］

［
ロ
～
チ

同
上
］

リ

令
第
二
条
第
九
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

日
本
産
業
規
格
Ｑ
一
七
〇
六
五
及
び
Ｑ
一
七
〇
二

［
新
設
］

一－

一
に
定
め
る
事
項
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
日
英
協
定

の
相
互
承
認
に
関
す
る
議
定
書
（
次
号
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
「
日
英
協
定
相
互
承
認
議
定
書
」
と
い

う
。
）
通
信
端
末
機
器
等
附
属
書
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
上
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
関
連
法
令
等
の
う
ち
二

千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
。
以
下
「
無
線
機
器
規
則
」
と
い
う
。
）
附
則

３
に
係
る
業
務
（
以
下
「
附
則
３
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

日
本
産
業
規
格
Ｑ
一
七
〇
六
五
に
定
め
る
事
項
と
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
無
線
機
器
規
則
附
則
４
に
係
る

業
務
（
以
下
「
附
則
４
の
業
務
」
と
い
う
。
）
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
日
本
産
業

規
格
Ｑ
一
七
〇
二
一－

一
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

ヌ

令
第
二
条
第
十
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

日
本
産
業
規
格
Ｑ
一
七
〇
六
五
に
定
め
る
事
項

［
新
設
］

ル

令
第
二
条
第
十
一
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

日
本
産
業
規
格
Ｑ
一
七
〇
六
五
に
定
め
る
事
項

［
新
設
］

二

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
イ
か
ら
ル
ま
で
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

二

法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業



六
頁

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ル
ま
で
に
定
め
る
技
術
上
の
要
件
を
用
い
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
チ
ま
で
に
定
め
る
技
術
上
の
要
件
を
用
い
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る

た
め
の
技
術
的
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

た
め
の
技
術
的
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

イ

令
第
二
条
第
一
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

⑴
及
び
⑵
の
事
項
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
二
項

イ

［
同
上
］

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
附
属
書
３
の
業
務
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

⑴
の
事
項
と
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
附
属
書
４
の
業
務
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
⑵

の
事
項
と
す
る
。

⑴

Ｒ
Ｅ
指
令
第
三
条
に
規
定
す
る
事
項
。
た
だ
し
、
当
該
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
特
定
輸
出
機

⑴

Ｒ
Ｅ
指
令
第
三
条
に
規
定
す
る
事
項
。
た
だ
し
、
当
該
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
特
定
輸
出
機

器
の
う
ち
、
Ｒ
Ｅ
指
令
に
基
づ
き
欧
州
連
合
の
公
報
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
規
格
（
以
下
「
整
合
化
規
格

器
の
う
ち
、
Ｒ
Ｅ
指
令
に
基
づ
く
欧
州
共
同
体
の
公
報
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
規
格
（
以
下
「
整
合
化
規

」
と
い
う
。
）
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
整
合
化
規
格
に
定
め
る
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

格
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
整
合
化
規
格
に
定
め
る
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き

。

る
。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

［
ロ
～
チ

略
］

［
ロ
～
チ

同
上
］

リ

令
第
二
条
第
九
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

⑴
及
び
⑵
の
事
項
。
た
だ
し
、
法
第
三
条
第
二
項

［
新
設
］

の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
附
則
３
の
業
務
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
⑴

の
事
項
と
、
そ
の
業
務
の
範
囲
を
附
則
４
の
業
務
に
限
定
し
て
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
⑵
の
事

項
と
す
る
。

⑴

無
線
機
器
規
則
第
六
条
に
規
定
す
る
事
項
。
た
だ
し
、
当
該
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
特
定
輸

出
機
器
の
う
ち
、
無
線
機
器
規
則
に
基
づ
き
英
国
規
格
協
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
規
格
が
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
当
該
規
格
に
定
め
る
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵

日
本
産
業
規
格
Ｑ
九
〇
〇
一
に
定
め
る
事
項

ヌ

令
第
二
条
第
十
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

日
英
協
定
相
互
承
認
議
定
書
通
信
端
末
機
器
等
附

［
新
設
］

属
書
第
Ｂ
部
第
二
節
の
表
の
上
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
関
係
法
令
等
の
う
ち
二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則

（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
。
以
下
「
電
磁
両
立
性
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
及
び
附
則
１
に
規
定

す
る
事
項
。
た
だ
し
、
当
該
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
特
定
輸
出
機
器
の
う
ち
、
電
磁
両
立
性
規
則

に
基
づ
き
英
国
規
格
協
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
規
格
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
格
に
定
め
る
事

項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ル

令
第
二
条
第
十
一
号
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業

電
磁
両
立
性
規
則
第
七
条
及
び
附
則
１
に
規
定

［
新
設
］

す
る
事
項
。
た
だ
し
、
当
該
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
特
定
輸
出
機
器
の
う
ち
、
電
磁
両
立
性
規
則

に
基
づ
き
英
国
規
格
協
会
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
規
格
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
格
に
定
め
る
事

項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
三

略
］

［
三

同
上
］

（
証
明
書
の
記
載
事
項
）

（
証
明
書
の
記
載
事
項
）

第
十
一
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
一
条

［
同
上
］

一

令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
六
号
（
電
気
通
信
機
器
の
適
合
性
評
価
を
行
う
外
国
試
験
機
関

一

令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
六
号
（
電
気
通
信
機
器
の
適
合
性
評
価
を
行
う
外
国
試
験
機

及
び
外
国
認
証
機
関
の
承
認
制
度
（
二
千
七
年
）
５
・
２
に
規
定
す
る
適
合
性
評
価
機
関
に
係
る
国
外
適
合

関
及
び
外
国
認
証
機
関
の
承
認
制
度
（
二
千
七
年
）
５
・
２
に
規
定
す
る
適
合
性
評
価
機
関
に
係
る
国
外
適

性
評
価
事
業
に
限
る
。
）
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
場
合

合
性
評
価
事
業
に
限
る
。
）
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
場
合

［
イ
～
ニ

略
］

［
イ
～
ニ

同
上
］

ホ

適
合
性
評
価
に
係
る
特
定
輸
出
機
器
の
名
称
及
び
型
式
又
は
製
造
番
号
（
附
属
書
４
の
業
務
又
は
附
則

ホ

適
合
性
評
価
に
係
る
特
定
輸
出
機
器
の
名
称
及
び
型
式
又
は
製
造
番
号
（
附
属
書
４
の
業
務
に
あ
っ
て



七
頁

４
の
業
務
に
あ
っ
て
は
、
型
式
又
は
製
造
番
号
を
除
く
。
）

は
、
型
式
又
は
製
造
番
号
を
除
く
。
）

［
ヘ
・
ト

略
］

［
ヘ
・
ト

同
上
］

チ

当
該
証
明
書
が
有
効
で
あ
る
た
め
の
条
件
が
存
在
す
る
場
合
は
そ
の
条
件
（
令
第
二
条
第
一
号
か
ら
第

［
新
設
］

五
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
場
合
に
限
る
。
）

［
二
～
五

略
］

［
二
～
五

同
上
］

（
証
明
書
に
付
す
る
標
章
）

（
証
明
書
に
付
す
る
標
章
）

第
十
二
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
標
章
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
二
条

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

令
第
二
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
様
式
第
八

［
新
設
］

に
よ
る
標
章
と
す
る
。

（
認
定
の
取
消
し
等
）

（
認
定
の
取
消
し
等
）

第
十
三
条

法
第
十
三
条
第
一
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
三
条

［
同
上
］

一

日
欧
協
定
第
七
条
３
、
日
シ
協
定
第
五
十
一
条
３
、
日
米
協
定
第
八
条
２
又
は
日
英
協
定
相
互
承
認
議
定

一

日
欧
協
定
第
七
条
３
、
日
シ
協
定
第
五
十
一
条
３
又
は
日
米
協
定
第
八
条
２
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
効
力

書
第
七
条
３
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
と
き
。

が
停
止
さ
れ
た
と
き
。

二

日
欧
協
定
第
九
条
１
、
日
シ
協
定
第
五
十
三
条
１
、
日
米
協
定
第
六
条
１
又
は
日
英
協
定
相
互
承
認
議
定

二

日
欧
協
定
第
九
条
１
、
日
シ
協
定
第
五
十
三
条
１
又
は
日
米
協
定
第
六
条
１
の
規
定
に
よ
り
日
欧
協
定
第

書
第
九
条
１
の
規
定
に
よ
り
日
欧
協
定
第
八
条
１
の
合
同
委
員
会
、
日
シ
協
定
第
五
十
二
条
１
の
合
同
委
員

八
条
１
の
合
同
委
員
会
、
日
シ
協
定
第
五
十
二
条
１
の
合
同
委
員
会
又
は
日
米
協
定
第
十
条
１
の
合
同
委
員

会
、
日
米
協
定
第
十
条
１
の
合
同
委
員
会
又
は
日
英
協
定
相
互
承
認
議
定
書
第
八
条
１
の
合
同
委
員
会
が
登

会
が
登
録
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
。

録
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
と
き
。

（
身
分
証
明
書
）

（
身
分
証
明
書
）

第
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条

法
第
三
十
七
条
第
三
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
八
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
第
七
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
十
七
条
第
七
項
の
証
明
書
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
を
限
定
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
）

（
業
務
の
範
囲
を
限
定
す
る
場
合
の
手
数
料
の
額
）

第
十
八
条

令
別
表
第
一
の
備
考
一
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
一
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合

第
十
八
条

令
別
表
第
一
の
備
考
一
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
一
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
国
外
適

性
評
価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
一
の
主
務
省
令
で
定

合
性
評
価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
第
二
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
一
の
主
務
省
令

め
る
額
は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

で
定
め
る
額
は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
（
電
子
申
請
に

よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

２

令
別
表
第
一
の
備
考
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
二
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価

２

令
別
表
第
一
の
備
考
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
二
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評

事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額

価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
第
二
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
二
の
主
務
省
令
で
定
め

は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
額
は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
（
電
子
申
請
に
よ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

３

令
別
表
第
一
の
備
考
三
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
三
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価

３

令
別
表
第
一
の
備
考
三
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
三
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評

事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
三
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額

価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
第
二
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
三
の
主
務
省
令
で
定
め

は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
額
は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
（
電
子
申
請
に
よ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

４

令
別
表
第
一
の
備
考
四
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
四
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価

４

令
別
表
第
一
の
備
考
四
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
四
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評

事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
四
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額

価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
第
二
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
四
の
主
務
省
令
で
定
め

は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
額
は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
（
電
子
申
請
に
よ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/413AC0000000111_20191120_501AC0000000006
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/413AC0000000111_20191120_501AC0000000006#181
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/413AC0000000111_20191120_501AC0000000006
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/413AC0000000111_20191120_501AC0000000006#181


八
頁

５

令
別
表
第
一
の
備
考
五
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
五
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価

５

令
別
表
第
一
の
備
考
五
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
五
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評

事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
五
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額

価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
第
二
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
五
の
主
務
省
令
で
定
め

は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
額
は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
（
電
子
申
請
に
よ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

６

令
別
表
第
一
の
備
考
六
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価

６

令
別
表
第
一
の
備
考
六
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
六
の
項
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評

事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
六
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額

価
事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
第
二
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
六
の
主
務
省
令
で
定
め

は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

る
額
は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
第
三
欄
に
定
め
る
額
（
電
子
申
請
に
よ
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
第
四
欄
に
定
め
る
額
）
と
す
る
。

７

令
別
表
第
一
の
備
考
七
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
七
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価

［
新
設
］

事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
七
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額

は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

８

令
別
表
第
一
の
備
考
八
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
八
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価

［
新
設
］

事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
八
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額

は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

９

令
別
表
第
一
の
備
考
九
の
主
務
省
令
で
定
め
る
範
囲
は
別
表
の
九
の
項
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
外
適
合
性
評
価

［
新
設
］

事
業
の
区
分
に
つ
い
て
同
項
の
中
欄
に
定
め
る
範
囲
と
し
、
令
別
表
第
一
の
備
考
九
の
主
務
省
令
で
定
め
る
額

は
同
欄
に
定
め
る
範
囲
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
項
の
下
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

（
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

（
他
の
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

第
十
九
条

令
別
表
第
一
の
備
考
十
五
及
び
別
表
第
二
の
備
考
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
申
請
者
が
現

第
十
九
条

令
別
表
第
一
の
備
考
十
一
及
び
別
表
第
二
の
備
考
二
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
申
請
者
が
現

に
令
第
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
申
請
し

に
令
第
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
係
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
を
受
け
て
お
り
、
か
つ
、
申
請
し

た
日
前
当
該
申
請
し
た
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
以
下
「
特

た
日
前
当
該
申
請
し
た
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
以
下
「
特

定
期
間
」
と
い
う
。
）
以
内
に
行
わ
れ
た
当
該
認
定
を
受
け
て
い
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
に

定
期
間
」
と
い
う
。
）
以
内
に
行
わ
れ
た
当
該
認
定
を
受
け
て
い
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
認
定
等
に

当
た
り
審
査
の
事
務
の
合
理
化
（
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
そ
の
更
新
又
は
次
条
各
号
の
認
定
若
し

当
た
り
審
査
の
事
務
の
合
理
化
（
法
第
三
条
第
一
項
の
認
定
若
し
く
は
そ
の
更
新
又
は
次
条
各
号
の
認
定
若
し

く
は
登
録
若
し
く
は
そ
の
更
新
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

く
は
登
録
若
し
く
は
そ
の
更
新
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
主
務
省
令
で
定
め
る
認
定
の
基
準
の
う
ち
品
質
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項
に
適
合
す
る
と
認
め
る
こ
と
を
い
う
。

る
主
務
省
令
で
定
め
る
認
定
の
基
準
の
う
ち
品
質
シ
ス
テ
ム
要
求
事
項
に
適
合
す
る
と
認
め
る
こ
と
を
い
う
。

）
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
請
し
た
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
主

）
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。
た
だ
し
、
申
請
し
た
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
主

務
大
臣
が
認
定
を
受
け
て
い
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
主
務
大
臣
と
同
じ
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
認
定

務
大
臣
が
認
定
を
受
け
て
い
る
国
外
適
合
性
評
価
事
業
に
係
る
主
務
大
臣
と
同
じ
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
認
定

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。

を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
す
る
。

（
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
と
基
準
が
類
似
す
る
認
定
又
は
登
録
）

（
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
と
基
準
が
類
似
す
る
認
定
又
は
登
録
）

第
二
十
条

令
別
表
第
一
の
備
考
十
六
及
び
別
表
第
二
の
備
考
三
の
主
務
省
令
で
定
め
る
認
定
又
は
登
録
は
、
次

第
二
十
条

令
別
表
第
一
の
備
考
十
二
及
び
別
表
第
二
の
備
考
三
の
主
務
省
令
で
定
め
る
認
定
又
は
登
録
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
登
録

三

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
九
条
の
十
一
第
一
項
の
登
録

［
四
～
八

略
］

［
四
～
八

同
上
］

（
他
の
法
令
に
よ
る
認
定
又
は
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
認
定
又
は
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

第
二
十
一
条

令
別
表
第
一
の
備
考
十
六
及
び
別
表
第
二
の
備
考
三
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

第
二
十
一
条

令
別
表
第
一
の
備
考
十
二
及
び
別
表
第
二
の
備
考
三
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

る
も
の
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］



九
頁

別
表
（
第
十
八
条
関
係
）

別
表
（
第
十
八
条
関
係
）

国
外
適
合
性
評
価
事

限
定
す
る
業
務
の
範

手
数
料
の
額

国
外
適
合
性
評
価
事

限
定
す
る
業
務
の
範

手
数
料
の
額

電
子
申
請
に
よ
る
場
合
に
お

業
の
区
分

囲

業
の
区
分

囲

け
る
手
数
料
の
額

一

令
第
二
条
第
一

申
請
一
件
に
つ
き

一

令
第
二
条
第
一

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
属
書
３
の
業

百
三
十
五
万
五
千
四
百
円

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
属
書
３
の
業

百
三
十
万
四
千
九
百
円

百
三
十
万
四
千
円

合
性
評
価
事
業
に

務

合
性
評
価
事
業
に

務

係
る
認
定

ロ

附
属
書
４
の
業

七
十
一
万
八
千
五
百
円

係
る
認
定

ロ

附
属
書
４
の
業

六
十
九
万
千
四
百
円

六
十
九
万
五
百
円

務

務

二

令
第
二
条
第
一

申
請
一
件
に
つ
き

二

令
第
二
条
第
一

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
属
書
３
の
業

百
三
十
三
万
九
千
八
百
円

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
属
書
３
の
業

百
二
十
九
万
二
百
円

百
二
十
八
万
九
千
三
百
円

合
性
評
価
事
業
に

務

合
性
評
価
事
業
に

務

係
る
認
定
の
更
新

ロ

附
属
書
４
の
業

七
十
万
二
千
九
百
円

係
る
認
定
の
更
新

ロ

附
属
書
４
の
業

六
十
七
万
六
千
六
百
円

六
十
七
万
五
千
八
百
円

務

務

三

令
第
二
条
第
一

申
請
一
件
に
つ
き

三

令
第
二
条
第
一

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
属
書
３
の
業

五
十
六
万
三
千
四
百
円

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
属
書
３
の
業

五
十
四
万
千
四
百
円

五
十
四
万
五
百
円

合
性
評
価
事
業
に

務

合
性
評
価
事
業
に

務

係
る
変
更
の
認
定

ロ

附
属
書
４
の
業

三
十
二
万
六
千
五
百
円

係
る
変
更
の
認
定

ロ

附
属
書
４
の
業

三
十
一
万
三
千
五
百
円

三
十
一
万
二
千
六
百
円

務

務

四

令
第
二
条
第
八

申
請
一
件
に
つ
き

四

令
第
二
条
第
八

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

第
六
十
八
部
等

三
百
五
万
五
千
三
百
円

号
に
係
る
国
外
適

イ

第
六
十
八
部
等

二
百
九
十
四
万
八
千
七
百
円

二
百
九
十
四
万
七
千
九
百
円

合
性
評
価
事
業
に

以
外
の
業
務

合
性
評
価
事
業
に

以
外
の
業
務

係
る
認
定

ロ

第
六
十
八
部
の

六
十
三
万
千
七
百
円

係
る
認
定

ロ

第
六
十
八
部
の

六
十
万
八
千
五
百
円

六
十
万
七
千
七
百
円

業
務

業
務

五

令
第
二
条
第
八

申
請
一
件
に
つ
き

五

令
第
二
条
第
八

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

第
六
十
八
部
等

三
百
三
万
九
千
七
百
円

号
に
係
る
国
外
適

イ

第
六
十
八
部
等

二
百
九
十
三
万
四
千
円

二
百
九
十
三
万
三
千
百
円

合
性
評
価
事
業
に

以
外
の
業
務

合
性
評
価
事
業
に

以
外
の
業
務

係
る
認
定
の
更
新

ロ

第
六
十
八
部
の

六
十
一
万
六
千
円

係
る
認
定
の
更
新

ロ

第
六
十
八
部
の

五
十
九
万
三
千
八
百
円

五
十
九
万
二
千
九
百
円

業
務

業
務

六

令
第
二
条
第
八

申
請
一
件
に
つ
き

六

令
第
二
条
第
八

申
請
一
件
に
つ
き

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

第
六
十
八
部
等

百
二
十
万
二
千
九
百
円

号
に
係
る
国
外
適

イ

第
六
十
八
部
等

百
十
五
万
八
千
百
円

百
十
五
万
七
千
二
百
円

合
性
評
価
事
業
に

以
外
の
業
務

合
性
評
価
事
業
に

以
外
の
業
務

係
る
変
更
の
認
定

ロ

第
六
十
八
部
の

二
十
九
万
九
千
六
百
円

係
る
変
更
の
認
定

ロ

第
六
十
八
部
の

二
十
八
万
八
千
三
百
円

二
十
八
万
七
千
五
百
円

業
務

業
務

七

令
第
二
条
第
九

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
則
３
の
業
務

百
三
十
五
万
五
千
四
百
円

合
性
評
価
事
業
に

ロ

附
則
４
の
業
務

七
十
一
万
八
千
五
百
円

係
る
認
定
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八

令
第
二
条
第
九

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
則
３
の
業
務

百
三
十
三
万
九
千
八
百
円

合
性
評
価
事
業
に

ロ

附
則
４
の
業
務

七
十
万
二
千
九
百
円

係
る
認
定
の
更
新

九

令
第
二
条
第
九

申
請
一
件
に
つ
き

号
に
係
る
国
外
適

イ

附
則
３
の
業
務

五
十
六
万
三
千
四
百
円

合
性
評
価
事
業
に

ロ

附
則
４
の
業
務

三
十
二
万
六
千
五
百
円

係
る
変
更
の
認
定

様
式
第
１

（第
２
条

第
５
条
関
係

）
様
式
第
１

（第
２
条

第
５
条
関
係

）

、
、

［様
式
略

］

［様
式
同
左

］

［備
考

１

～３
略

］

［備
考

１

～３
同
左

］

４
認
定
又
は
そ
の
更
新
の
際
に

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認

４
認
定
又
は
そ
の
更
新
の
際
に

特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認

、
、

の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
の
備
考
十
五
又
は
備
考
十
六
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
別
表
第
一
の
備
考
十
一
又
は
備
考
十
二
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
は

そ
の
旨
を
明
記
し

５
の
次
に

「６
認
定
又
は
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

合
に
は

そ
の
旨
を
明
記
し

５
の
次
に

「６
認
定
又
は
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

、
、

、
、

、
、

類

」を
追
加
し

添
付
す
る
書
類
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と

。

類

」を
追
加
し

添
付
す
る
書
類
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と

。

、
、

様
式
第
５

（第
1
2
条
関
係

）

様
式
第
５

（第
1
2
条
関
係

）
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様
式
第
８

（第
1
2
条
関
係

）

［新
設

］
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様
式
第
９

（第
1
6
条
関
係

）

様
式
第
８

（第
1
6
条
関
係

）

［略

］

［同
左

］

様
式
第
1
0

（第
1
6
条
関
係

）

様
式
第
９

（第
1
6
条
関
係

）

［略

］

［同
左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
特
定
機
器
に
係
る
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
の
外
国
と
の
相
互
承
認
の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
三
百
三
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


